
高知県「環境未来都市」構想
事業概要書

～超高齢化社会に対応した自然・環境との共生による
持続可能な中山間地域の桃源郷づくり～
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（１）本県が強みとする「自然環境」を最大限に生かしたまちづくり 【環境】

○温暖な気候、豊かな自然に恵まれた本県にある資源や環境・エネルギーを有効に活用し、将来、自律的に発展
できる仕組みづくりを全国に先駆けて確立する。

・豊な森林資源 森林率 84%（全国１位） ・全国トップの日照時間 2,034時間（Ｈ20） *（全国１位） ・豊富な降雨量 3,213ｍｍ （全国１位）
*総務省統計局「社会・人口統計体系（H20)

（２）人口減少、超高齢化が進む中山間地域で、高齢者等が豊かさを実感し、生き生きと快適で、安全
・安心に暮らせる地域づくり 【超高齢化対応】

○人口減少や超高齢化が全国と比較して１０年以上も先行している本県の中山間地域で暮らす高齢者等が、豊
かで、いきいきと快適に安全に安心して暮らしていける先導的な仕組みを創り上げ、「高知県モデル」として全
国に発信する。
・人口減少率 △４％【Ｈ１７→Ｈ２２】 （全国３位） ＜H22国勢調査速報値＞ ※うち町村平均 △８％

・高齢化率 ２５．９％（全国３位） 全国平均 ２０．１％ ＜平成１７年国勢調査＞ ※うち町村の高齢化率 ３６．４%【平成２２年】

（３）安定的な雇用と所得の確保等による人づくり （継続的に発展できる中山間地域の経済システム）

【人づくり（雇用）】

○環境配慮型社会や超高齢社会に対応した「まちづくり」を推進することで、産業づくりによる安定した雇用や所得
の確保と、移住・定住促進に繋がる持続的な経済システムを構築。次代を担う地域の人づくりを推進する。

本県の中山間地域の「弱み」を「強み」に変える「発想の転換」 ・・・原点回帰 （今こそ、原点に戻ろう）
（自然共生、食と生活の安全・安心、スローライフ、地域の支え合い、人情、⇒地域の資源や魅力を再発見し、新たな価値観の創造）

超高齢
化対応

環境

人づくり

（雇用）

高齢化が全国に比べ先行している本県の中山間地域において、自然・環境と調和、共生しながら、だれもが
一定の収入を得て豊かで快適に暮らしていける「理想の郷（桃源郷）づくり」を目指す。

全国モデル・世界モデル

国 際 化

・新エネルギーの創出
・自然資源の活用など

・生きがい、豊かさの実感
・生活の向上
・安心・安全など

・安定した雇用と所得 ・移住（ＵＩＪターン）の促進など

高知県モデル＝環境×超高齢化対応×人づくり（雇用 ）→  国際化

モデル

目指す方向

基本コンセプト

環境・超高齢化社会への対応による雇用・定住⇒ 持続可能な中山間地域

（１）本県の強みを活かした新エネルギーの創出
（２）環境保全型農業のトップランナー県“高知”の確立
（３）持続可能な郷づくりに向けた高知型福祉の核となる「あっ

たかふれあいセンター」の整備と集落活動の拠点づくり
（４）地域の財を活かした「こうち健康・省エネ住宅」の普及促進
（５）自然環境を活かした「高知型二地域居住」と移住の推進

構想実現に向けた５つの取組環境と調和・共生できる社会 互いが支い合える社会

経済循環により定住できる社会

暮らしたい郷 活力ある郷

理想の郷（桃源郷）づくり

実施エリア：中山間地域を中心とする県内全域

‐１‐
国内モデルから国際モデルへ



自然環境と調和、共生しながら、高齢化社会に対応した取組を進め、地域の高齢者等が健やかに安心、安全
に暮らせる仕組みと、将来の地域を支える若者層の雇用や移住・定住を生み出す仕組みを作り上げることで、だ
れもが豊かで、快適に暮らせる持続可能な中山間地域の「理想の郷（桃源郷）づくり」を進める。

【目指すべき中山間地域の将来像】

集落

中 山 間 地 域

■集落活動の拠点
■福祉サービス拠点
■支え合いの拠点
■経済活動の拠点
■交流の拠点
■住民の集いの場集落

新たな地域運営の仕組み

(3)高知型福祉の核となる「あったかふれあい
センター」の整備と集落活動の拠点づくり

高
齢
者

若
者
層

暮らしたい郷、活力ある郷 （豊かで、いきいきと、快適、安心・安全に暮らせる郷）

都 市 部

高
齢
者

若
者
層

・体験型交流
↓

・２地域居住
↓

・移住（UJIターン）

豊かな自然・環境

人情・おもてなし

人口減・高齢化
の進行

集落

集落

集落

集落

集落

集
落
連
携

(1)本県の強みを活かしたい新エネルギーの創出

○太陽光、風力、小水力等
の発 電の導入推進

○木質バイオマス燃料供給、
利用促進

(2)環境保全型農業トップランナー県“高知”の確立

(4)地域の財を活かした「こうち健
康・省エネ住宅の」普及促進

企

業

・高齢者の生活支援
・生活交通、
・見守り活動
・集落活動サポート
・行政代行サービス
・定住・交流の窓口
・特産品づくり
・環境保全活動
・自然エネルギー活用

事業参入・新事業展開、立地

地域との交流（協働の森）
森
林

資
源

気
候

地
域
資
源

持続的な社会システム

安定的な雇用、所得

生活の質の向上

・新エネ関連産業における
雇用 創出

・新エネルギーの導入拡大
のための体制づくり

・人材育成、ネットワーク

機能

雇用

安心・安全

参加

福祉・見守り活動

買物、交通サービス

いきがい・健康づくり

快適生活

集落活動センター（仮称）

○消費者に安全・安心と信頼を！

○農業者に誇りとやりがいを！

○後継者に夢と未来を！

農業振興 雇
用

雇用の場づくり

（5
）自
然
環
境
を
活
か
し
た
「高
知
型
二
地
域
居
住
」
とi

移
住
の
推
進

地域住民

担い手不足

新エネルギーを農業振興に活かす
～知の強み「木質バイオマス」の活用～

環境保全型農業のトップランナーを
目指す
～土着天敵等ＩＰＭ ＧＡＰ 有機農業の推進など～

先進的技術先進的技術を導入した
「こうち新施設園芸システム」開発
～オランダ型高軒高省エネ施設での技術確立～

高知の山の木、高知の設計技術、高知の大工で作る・
見守る』家

●地域産の建材をふんだんに
使った家

●「寒くない・暑くない」高断熱で
快適な家

●バリアフリーで温度差が少ない
健康な家

●エネルギー消費が少ない家
●コンパクトで暮らしやすい家
●作り手の顔が見える家
●医療・福祉と連携した「見守り」

の家

こうち健康省エネ住宅

超高齢化（健康）

環境（低炭素・省エネ）

中山間地域で経済が循環（お金が回る）するシステム

‐２‐

あったかふれあいセンター

林業振興

雇用

ネットワーク

新たなビジネスの創意

雇
用

住環境

都市住民

新たな中山間地域の「郷づくり」のスタイルを構築

豊
か
さ
の
実
感

安
全
安
心

生
活
向
上

人

金

環境未来都市宣言 “こうち”



環 境

（１）本県の強みを活かした新エネルギー
の創出

●自然エネルギーの導入拡大に向
けた仕組みづくり

●エネルギーの地産地消の仕組み
の普及

（２） 環境保全型農業のトップランナー県
“高知”の確立

●こうち型の環境保全型農業の確

立、普及

超高齢化対応

（３）持続可能な郷づくりに向けた高知型福祉
の核となる「あったかふれあいセンター」
の整備と集落活動の拠点づくり

●集落活動センターを核とした環境、超高
齢化社会に対応できる中山間の郷づくり

●「小規模多機能支援拠点（あったかふれあ

いセンター）」の整備促進

（４） 地域の財を活かした「こうち健康・省エ
ネ住宅」の普及促進

●高齢者が快適に生活できる住環境づくり

（５）自然環境を活かした「高知型二地域居
住」と移住の推進

●地域の自然や環境資源活かした
都市部との交流促進と高知型二
地域居住の確立

●高知型二地域居住から移住・定
住に繋ぐ支援体制づくり

人づくり（雇用）

◇自らの電力を自らで賄うことができる社
会づくり

【エネルギーの地産地消】
◇自然環境が経済をけん引していく社会づ

くり
【環境産業の創出】

◇国土を保全し、地域資源を十分活用しな
がら、人と自然が共存できる社会づくり

【自然の保全と有効活用】

環境と調和・共生できる社会

◇高齢者が個性や特性を活かしながら、生
き生き暮らせる社会づくり

【高齢者等の社会参加の促進】
◇高齢者等の健やかに快適に暮らせる社

会づくり

【高齢者に優しい環境づくり】
◇高齢者等が、安心して、安全に暮らして

いくことができる社会づくり

【安心安全の確保の仕組み】

互いが支え合える社会 経済循環により雇用が維持できる社会

◇若年層が一定の収入を得て定住できる
社会づくり

【若者等の雇用の場の創出】
◇地域外の人々が自然環境の魅力を感じ

て移住が進む社会づくり

【移住・定住の促進】
◇都市部の住民や企業と中山間地域の住

民が交流し合える社会づくり

【企業・地域連携、交流推進】】

※環境・超高齢化対応により、（１）～（４）
の取組を進めることで、産業づくりに
繋げ、雇用の場を創出。人づくりに繋
げる。

人口減少、超高齢化が進む中山
間地域で、高齢者等が豊かさを実
感し、生き生きと快適で、安全・安
心に暮らせる地域づくり

本県の強みとする「自然環境」を最

大限に生かしたまちづくり

取
組
内
容

目
指
す
社
会

方
向
性

安定的な雇用と所得の確保等
による人づくり
（継続的に発展できる中山間地
域の経済システム）

‐３‐

超
高
齢
化
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環

境

雇

用

「あったかふれあいセン
ター」の整備と集落活
動の拠点づくり

地
域
の
担
い
手

雇用の場づくり

こうち健康省エネ住
宅の普及促進

林業（木材産業）
の振興

こうち型の環境保全
型農業の確立、普及

新エネルギーの創出

農業振興

生活、交通、
福祉サービス

「高知型二地域居住」
と定住の推進

関連産業での
創出

将
来
、
持
続
可
能
な
中
山
間
地
域
の
理
想
的
な
郷
づ
く
り

目

標

産

業

振

興

若者層が高齢者を支える社会

健康、生活向上
若
者
の
働
く
場

交流、移住

取組の方向性

持続的に自然環境と共存できる社会
自然の活用

新エネルギー

環境保全

・快適生活

・安心安全

・支え合い

・環境配慮

・低炭素

・省 エ ネ

・自然共存

５ つ の 取 組

取組の相互補完

地
域
住
民
が
健
や
か
に
安
心
し
て
安
全
に
生
活
で
き
る
仕
組
み

移

住

人
材
の
確
保

全
国
の
中
山
間
地
域
の
モ
デ
ル
づ
く
り



地方
（中山間地域等）

自然環境や地域資源を活かした
新エネルギーへの転換

環境価値・新エネルギーの創出

温室効果ガス排出量の
総量抑制

新技術の導入による
省エネルギー

都市

連携
協定

地域間連携による共生環境未来都市づくり

新たな産業
の創出

安全安心の
県民生活

地方の
活性化

安全安心の
住民生活

地方との
共生

より良い高知
より良い日本

より良い世界をつくる

更なる発展

◆関連産業における雇用の創出
◆初期費用の軽減化
◆機器の開発・改良
◆導入ヘ向けた各種調査
◆環境価値の経済化
◆地域の核となる人材の育成
◆地域間連携

検討・研究・支援

木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ
太陽光発電
小水力発電
風力発電

【こうち地域再生可能エネルギー
事業化協議会】

自然エネルギーの導
入・化石燃料からの
転換

【自治体・民間事業者】

中山間
モデル

高知モデル
地域の自立

産業形成
ローカルマネー

の活用

「人づくり」と「ネットワーク」の推進

排出量削減
への寄与

新エネルギー導入のステップ

※ 新エネルギー導入を進めていく主体である地域の「核」となる人や組織づくりが重要

地域の
核づくり

第２ステージの
プロジェクト

人・組織

成熟した技術を
低コストで導入

大きなビジネス
知
と
経
験
の
蓄
積

更なる発展

第１ステージの

（身の丈に合った）
プロジェクト

第３のステージへ
将来・・・

４．具体的な取組の概要

‐４‐



環境未来都市宣言こうち
こうち型環境保全型農業の展開

①新エネルギーを農業振興に活かす！

～高知の強み「木質バイオマス」の活用～

②環境保全型農業のトップランナー
を目指す！

～土着天敵等ＩＰＭ ＧＡＰ 有機農業の推進 など～

③先進的技術先進的技術を導入した
「こうち新施設園芸システム」開発

～オランダ型高軒高省エネ施設での技術確立～

‐５‐



・農地、山林、家屋の共同管理
・草刈り、葬儀等のサポート、
・集落営農の展開

■若年層の大幅な減少
・地域の将来を支える「担い手」がいない。

⇒このままでは、将来、中山間地域に人がいなくなってしまう

・産業の衰退に歯止めがかからない。

若者が一定の収入を得て、働き続けることができる環境づくりが必要

■超高齢化社会が到来

・コニュニティー機能が低下
⇒集落が維持できない、高齢者を支えることができない

・福祉、交通、生活、防災などの課題が山積

みんなで、地域（高齢者）を守っていく仕組みづくりが必要

集
落

都市部の住民

電
力
会
社

県

市
町
村

行政機関

地
域
内
で
お
金
が
回
る
仕
組
み
づ
く
り

・県、市町村業務の委託
（道路管理、住民票の交付等）

集落連携

○運営・・・自治組織・ＮＰＯ団体・農協、商工会等の地域団体、民間企業（病院、建設業等）

・サービスへの
経費負担

集落の支え合い活動の拠点

電
力
の
供
給

・都市・田舎交流
・二地域居住
・移住（ＵＪＩターン）

・直販市
・ふるさと宅急便

雇 用
・地域の若者
・地域外からの移住者
（ＵＪＩターン）

・各種サービスの提供
・集落作業の代行

・センターの利用
・特産品づくり参加

小学校区単位を想定

都市部との連携・交流活動の促進

地域の高齢者のサポート体制の構築

食
糧
・エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
促
進

郷

集落活動センター

住 民 （高齢者等）

・見守りサービスの実施
・小規模多機能センターの運営
（高齢者、障害者等の集いの拠点）

①安心・安全サポート

・食料品等の店舗の経営
・移動販売・宅配サービス実施
・生活交通の運営

②生活支援

・道路等行政財産の管理
・住民票等の交付業務
・行政から委託業務の実施

④行政サービス代行

・体験・滞在、交流の受入活動
・移住の受入相談窓口

⑤交流・定住サポート

・自然エネルギーの活用
・環境モニタリング活動
・自然保護、環境美化活動

⑦環境保全活動

・地域資源を活用した加工品等
の特産品づくり

⑥特産品づくり・販売

あったかふれ
あいセンター

サテライト機能

サポーター、ふるさと会員

こうち型集落営
農組織

連携・協力

③集落活動サポート

集
落

集
落

●集落活動センターを核とした環境、超高齢化に対応できる中山間の「郷」づくり

課題解決に向けた地域活動を行う拠点づくり（集落活動、経済活動、福祉活動、生活支援）

地域にある自然・環境資源を最大限に活用

・地域支援企画員

・集落活性化アドバイザー

・地域おこし協力隊

・サポーター会員

○集落支援センターの形づくりに向けた「モデル地区」の設定の支援の検討
○体制づくりの向けたアドバイザー、コーディネーター等の派遣などの人的支援の検討
○人材配置（雇用）に向けた支援措置の検討（地域おこし協力隊制度）

今後の取り組み

売
電
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自宅への引きこもりや
家族へ過重な負担

身近な地域で サービスが
受けられない

サービス提供事業が
成り立たない

地域外の施設等を利用
都市部に転出など

症状や生活状況の悪化

多種多様かつ
少ロットのニーズ

地域

○ 縦割りで全国一律の基準では、子育てや介護、自立支援など多様
なニーズがありながら、利用者が少ないためにサービスが提供さ
れにくい。

○ 中山間地域では、利用者が少なく採算が厳しいため、民間事業者
の参入が進まない。そのため、市町村社協が赤字ながらも市町村
支援を受けてサービスを担っている。

〇 全国に比べ、人口減少は１５年先行、高齢化は１０年早く進展して
おり、これまで地域が担ってきた支え合いの力が弱まっている。
・高齢化率は県全体で２８．２％、町村部では３６．４％（H23.2現在住民基本台
帳年齢別人口）

・支え合いの力の弱まりを感じる ５５．８％（H21県民世論調査）

現 状
中山間地域等における現状と課題

【社会的課題】

➀ 高齢者の増加に伴う認知症高齢者の増加

➁ 児童虐待は、相談件数、対応件数ともに増加

➂ 自殺死亡率は、全国的にも高い水準

【中山間地域の課題】

○高齢者などの暮らしの確保、集落機能の維持

課 題

◇ 利用者の少ない中山間地域においてもサービス事業所が育ち、事業継続できる支援策

◇ フォーマルなサービスでは担えない「制度の隙間」的ニーズに応える施策

小規模多機能支援拠点 ｢あったかふれあいセンター」の整備 （ H２１～ ）

運転も不安になって
きたけど、店も遠いし、
買物どうするかなぁ…

＜平成２１年度＞ ２２市町村、２８ヵ所で実施
新規雇用： ７６人（H22.３月末現在）

＜平成２２年度＞ ３０市町村、３９ヵ所で実施
新規雇用：１１３人（H2３.３月末現在）

＜平成２３年度＞ ３１市町村、４０ヵ所
新規雇用：１２２人 （実施予定）

ふるさと雇用再生特別交付金の活用（H２１～H２３）

平成21年度より実施

平成2２年度より実施

平成2３年度より実施 市町村社協

ボランティア

官民協働による運営体制
活動支援の輪

民生・児童委員
自治会

・住民参加による地域での見守り、早期発見、
つなぎのネットワーク

・住民からの相談への対応
・市町村や専門機関へのつなぎ
・緊急時の対応のしくみづくり 等

企業など

・生活支援サービスや支え合いのしくみづくりと
コーディネート

・地域活動（介護予防やｻﾛﾝ活動等）のサポート
・ボランティアなど地域の人材育成 等

地域包括ケアシステムの地域拠点 新たな支え合いの地域拠点

小規模多機能支援拠点 （地域福祉の拠点）

あったかふれあいセンター

＜集い＞を基本に、地域の実情に応じた機能を付加
交わる、楽しむ、送る、預かる、働く、学ぶ、泊まる 等

＜訪問・相談・つなぎ＞ ＜生活支援＞

＜その他＞

・引きこもりがちな若者の居場所
・乳幼児を連れた母親の居場所

＜障害者＞

・日中の居場所
・社会参加
・就労支援

＜高齢者＞

・元気な高齢者や介護認定者の居場所
・生活に不安を感じる方や、閉じこもりが
ちな方の居場所

・介護サービスの補完

＜子ども＞

・学童保育を利用していない小学生の
居場所
・放課後、長期休暇中の居場所

主に高齢者が多く、１日平均10名程度が利用

子どもから高齢者、障害者、心に悩みを抱える若者等を対象に、これまでの縦割りのサービスを超え、小規模でありながらも、
地域に必要なサービスを提供できる

「小規模多機能支援制度」の創設

≪課題≫

Ｈ２４以降の事業継続

○ 住み慣れた地域で必要なサービスを利用して、
『安心して暮らせるしくみづくり』

○ 子どもから高齢者まで、世代を超えてふれあい、
支え合う 『地域コミュニティの意図的な再構築』

○ 中山間地域での 『雇用の創出』

あったかふれあいセンターの効果

○高齢者や障害者、児童や悩みを抱えた人など、地域で
支援を必要とする人を早期に発見し、市町村や専門機
関につなぎ、早期に対応する地域包括支援ネットワー
クシステムの構築

○中山間地域の高齢者などの暮らしを維持・確保するた
めの新たな支え合いのしくみづくり

さらに求められる支援

いざというとき力となる
『地域の支え合い』
『支援体制』の構築

●小規模多機能支援拠点（あったかふれあいセンター）」の整備促進
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「こうち健康・省エネ住宅」とは・・・

『高知の山の木、高知の設計技術、
高知の大工で作る・見守る』家

●地域産の建材をふんだんに使った家
●「寒くない・暑くない」高断熱で快適な家
●バリアフリーで温度差が少ない健康な家
●エネルギー消費が少ない家
●コンパクトで暮らしやすい家
●作り手の顔が見える家
●医療・福祉と連携した「見守り」の家

環境（低炭素・省エネ）超高齢化（健康）

体
験

リ
フ
ォ
ー
ム

新
築

中山間地域のＱＯＬ：

「医・食・住」と「社会性」
●健康（まずは「医者いらず」を目指す）
●食べ物（安全・安心な「地域で採れたもの」）
●住みやすさ（快適さ、生活コストの安さ）

●人づきあい（馴染んだコミュニティでこれか
らも）
●生きがい（人の役に立つ、人をもてなす）

等

「こうち健康・省エネ住宅」でＱＯＬを向上・モデルハウスで居住体験
・モニターとして自宅で試行

・バリアフリー化＋高断熱化
・トイレ、浴室等は重点的に

・空家で実施し民泊や移住者
向けの賃貸住宅として活用

一般住宅

・自宅を建替えて多世代同居

・将来の高齢化を見越して設
計
・移住者が自宅を新築

・新築や公的住宅の改修
でモデルハウスを整備し
普及啓発

・公的住宅や廃校の校舎
等を改修し、高齢者向け
の住宅や施設を整備

・移住者の当初の住宅に
も活用

公的住宅、施設

・「山奥」から「里」に下り
てくる高齢者向けに医療
等の利便性の高い場所
に公的住宅を新設

データ収集に
協力

まずは体験

・伐採⇒製材⇒流通⇒加工
・効率化・高度化を進める

・協業化でリスク回避とコス
トダウンを図る

・森林認証やトレーサビリ
ティで優良な地域材を供給

・利益の一部を山に再投資
し、森林環境を保全・再生

＜居住者のメリット＞

・住宅内での転倒や大きな温度差
による健康障害などを低減

・年中快適な住環境で健康を維持
増進
＜地域のメリット＞

・地域全体の医療・福祉コストの
抑制

・「生涯現役」人口が地域の活力
を維持

＜居住者のメリット＞

・高断熱・高気密等による光熱
費の抑制や、再生可能エネル
ギーによる発電・売電
＜地域のメリット＞

・地域全体のエネルギー消費量
の抑制や、再生可能エネル
ギーによる売電収入

・木材需要増で森林への再投
資を促進

通院・買物が
しやすい

高知の木の家
で暮らす

○普及イメージ

客人をもてなす
文化

林業・製材 建材・設備

○「川上から川下まで」の供給・メンテナンス体制

○基本的な考え方・効果

住宅所有者
（自ら居住／賃貸）

・和紙や漆喰など伝統の
建材を再評価して活用

・伝統的工法の応用や
木質建材の開発で森林
資源を徹底活用

・木の建具や家具、内装
材や、ペレットストーブ等
の環境価値の高い建材
や設備を地域で開発・生
産

・設計指針を策定し、それ
に沿って健康性能・環境性
能を明示して設計・施工

・資格・登録制度で技術水
準を「見える化」して確保

・将来にわたり医療・福祉と
連携し地域の住宅と居住
者を「見守り」。身体状況に
合せた次のリフォームに対
応

持続的な
「見守り」

雇用創出環境価値への金融支援

・投資支援（税制）
雇用創出 雇用創出

住宅所有者への支援
（地域通貨等）、公共団
体への支援

設計・施工 地域の医療・福祉
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交流・観光
※将来的には移住、定住に繋げる

★高知型「二地域居住」のフロー

ステップ１

交流・観光

○秋葉祭り、一条大祭等の伝統祭
○神祭、神楽等の伝統行事

○よさこい、どろめ祭、かつお祭、

○ホタル祭などの地域主体のイベント

地域に入ってもらう

人

文
化

○森林セラピー、ウォーキング、ジオパーク

○農業体験、林業体験、漁業体験

○ラフティング、カヌー、川遊び
○サーフィン、ダイビング、海水浴
○釣り、マラソン、よさこい祭など

自然に増え合う

○田舎ずしなど、地域の伝統料理
○地域の名物、Ｂ級グルメ

○カツオ、清水サバ等の海の幸
○トマト、ポンカン等の野菜、果物

地域の幸を味わってもらう

祭り

イベント

自然体験

レジャー・スポーツ

自
然

高
知
県
の
強
み
・
・
・
人
情
・
自
然
・
文
化
・
食

郷土食

生鮮
食

住民と交流する

・ファンクラブに加入してもらう
・リピーターになってもらう
・行事やイベントに参加してもらう
・長期間、滞在してもらう
・季節滞在してもらう

・商店、飲食店等の利用拡大
・宿泊施設の利用拡大
・その他、地域への波及効果

ステップ２

二地域居住（中長期滞在）

・交流人口の拡大による地域活性化
・地域への誇り、愛着の増大
・伝統文化の継承

地域に長く滞在してもらう、何回も来てもらう

ステップ３

■住居を見つける

■仕事を探す（起業する）

■地域の習慣を学ぶ

■農地等を借りる

移住・定住

地域が受け入れる

地域がさらに元気になる

・持続可能な地域社会の実現
・地域の資源の保全が図られる
（森林、農地等）

地域の担い手ができる

・地域の再生が図られる。
・コミュニティー機能の復活

（地域の支え合い、見守りなど）

地
域
の
住
民
の
後
押
し

定
住
し
て
も
ら
う

都市部の住民

体験型観光
（自然環境保全）

自然 食 人地
域
の
魅
力
の
触
れ
る

ツーリズム

・豊かな自然
・温暖な気候
・森林資源が豊富

・おいしい料理
（海の幸、山の幸）

・豊富な食材

四万十川、室戸岬、天狗高原など カツオ、地酒、芋けんぴなど

・人々の活気
・おもてなしの心
・陽気で気さくな性格

文化・
歴史

遍路のお接待など

地域のファン
になる

・豊富な自然環境
・豊かさを実感
・快適な生活
・癒しの空間
・スローライフ

高知型「二地域居住」

・中・長期滞在
・季節滞在
・週末滞在
・リピーター
・ファンクラブ・会員

受け皿
・お試し滞在住宅
・中・長期滞在施設
・クラインガルテン
・農家民宿

住
民
・
集
落

二地域居住者

仕事住居

よさこい祭り、秋葉祭り、神楽
など

移住・定住

交流・観光

仕事等の情報提供

移住に向けた支援策

地域の情報提供

相互の交流、ふれあい

地域資源 地域の強み

・第一次産業への橋渡し
・企業、生業支援

・空き家の紹介
・住宅の整備

地域活動へ参加

行
政

■交流から移住まで全体をコーディネートする
総合窓口の設置

■都市部へのＰＲ、広報等のプロモーションの
推進（データベース、ホームページ等）

■地域の素材の磨き上げ

■住宅改修等の支援制度の創設等の環境整備
■ＵJＩターン者の起業や生業促進するための仕組み
■就労の受け皿づくり（働く場）の確保
■先輩移住者によるアドバイザー制度の確立
■市町村や地域の移住者の受入体制の強化

移住

・多彩な歴史上人物
・多様な伝統芸能・
文化

地域が潤う

地域が元気になる

■お試し滞在住宅、中長期滞在施設の整備
■高知型クラインガルテンの県内各地への波及
■地域の受入に向けたソフト施策の充実
■農家民宿等の取り組みへの支援策の強化

高
知
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
も
ら
う

今
後
の
取
組

地域・産業の担い手

‐９‐

高
知
型
二
地
域
居
住

・お試し滞在住宅への利用
・クラインガルテンの利用
・中長期滞在施設への滞在
・農家民宿への長期滞在
・交流体験施設への長期滞在

滞在



＜メンバー＞
○県（知事等）
○市町村（首長等）
○有識者、専門人材
○大学関係者
○民間企業代表者
○住民代表者
○専門部会代表者

※産学官・官連携

◎国・アドバイザーの参画

中山間総合対策本部
（関係部局で構成）

全体調整

・プロジェクトの意思決定
・事業推進、進捗管理、評価
（５つの取組の総合調整）

国

（推
進
組
織
）

高知県環境未来都市構想推進協議会
（設置予定）

・フォローアップ

県
の
横
断
的
な
推
進
組
織
（庁
内
調
整
）

・資金支援

連 携

地域再生可能エネルギー事業化検討協議会

新エネルギーの導入の事業スキー
ムの検討

・ＮＰＯ法人
・地域住民
・民間企業
・金融機関
・大学
・市町村
・県

こうち健康・省エネ住宅推進協議会

◎アドバイザー
新エネルギー促進協議会
※県内の有識者で構成

高齢者等の弱者の健康に資する住
宅の設計指針と供給方策検討

・県産材普及を目指す協議会
・市町村
・医療機関、研究機関
・福祉関係機関
・森林・林業関係団体
・建設関係団体

※医療・福祉機関や研究機関等と

の産学官連携

◎アドバイザー
県外の有識者等による助言

アドバイザリー
ボード（専門家）

・アドバイス
・コンサルティング

高知県環境保全型農業推進協議会

市町村

・中山間対策
・福祉対策
・移住促進
・環境対策など

○あったかふれあいセン
ター運営委員会

○地域おこし協力隊

○地域支援企画員

○集落活性化アドバイザー

○移住コンシェルジュ

・木質バイオマス、太陽光発電、
小水力発電、風力発電の導入
促進

・地域の健康と省エネの課題を
解決し、医療介護費の抑制、
地域の再生と活性化

高知県

関係課で事業推進

事業の実施

本県の強みを活かした新エネルギーの創出 こうち健康・省エネ住宅の仕組みの推進 環境保全型農業のトップランナー県 “高知”の確立

持続可能な郷づくりに向
けた高知型福祉の核と
なる「あったかふれあい
センター」の整備と集落
活動の拠点づくり

地域の自然環境を活か
した「高知型二地域居
住」と移住の推進
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・個々の市町村で対応

専門 部会

‐１０‐

環境保全型農業の具体的な推進
方策の検討

県環境保全型農業推進協
議会及び専門部会で構成
・ＪＡ各団体、園芸連
・研究機関
・肥料商連合会
・農業者
・大学等専門家
・植物防疫団体
・県普及関係組織

◎ネットワーク
各地域段階の推進協議会と
の連携

・消費者の信頼確保
・環境保全型農業を生産技術
のスタンダード化



テーマ

（２）環境保全型農業のトップランナー県“高知”
の確立

（４）こうち健康・省エネ住宅の仕組みの推進

①メガソーラーの普及促進
②木質バイオマスエネルギー関連施設等の整
　備に対する補助

担当課 新エネルギー推進課 新エネルギー推進課 木材産業課 環境農業推進課 地域づくり支援課 地域福祉政策課 住宅課 地域づくり支援課 地域づくり支援課

①取組内容

・県内企業や地域住民、ＮＰＯ法人、市町村等の参加を
得て 「こうち地域再生可能エネルギー事業化検討協議
会（仮称）」（以下「協議会」）を設立し、新エネルギー導
入に当たっての具体的な事業スキームの検討
・構築、導入における課題の打開策の検討を行い、具
体的な事業化につなげていく。
・協議会には、エネルギー（太陽光、水力、風力等）毎
に検討会を設置し、各エネルギーの具体的な事業化に
向けた検討を行う。
・協議会での取組を通じて、地域での新エネルギー導
入の先導的な役割を担う人材（地域の核となる人材）を
育成する。

・県内の企業や地域住民、ＮＰＯ法人、市町村等がメ
ガソーラー等を設置する場合に、その設置に要した費
用の２分の１を補助する。
（メガソーラー等の設置企業等に対する補助）

・県内の農家や事業者が、木質バイオマスボイラーの
導入や燃料供給施設の整備に必要な経費に対し、県
産木材の使用割合に応じて補助を行う。（木質バイオ
マスエネルギー関連施設等の整備に対する補助

・県内の農家や農業者グループが設置する土着天
敵増殖施設の整備や木質バイオマスボイラーの導
入及び燃料供給に必要な経費に対し補助を行う。

・地域の課題となっている生活、交通、福祉等の
サービス提供を行ったり、維持することが困難と
なった集落活動をサポートするための拠点「集落活
動センター」を整備する。
・平成24年度～平成26年度の3カ年をかけ、取組を
確立していくためのモデル事業を実施。
　◎拠点施設・・・集会所、廃校（旧保育園、小中学
　　　校）、　空き家等を活用
　◎対象経費・・・修繕費、備品購入費、事務費
・併せて、「集落活動センター」の体制づくりを円滑
に推進するため、その取組をサポートするアドバー
ザー（コーディネート）を派遣する。
・その後、27年度～28年度の2カ年で、県内各地へ
取組の普及を図るための助成制度を創設し全県下
的な広がりを推進する。
　

　「小規模多機能支援拠点（あったかふれあいセ
ンター）の整備促進」

解説：地域のニーズや課題に対応する小規模多
機能支援拠点の活動に加え、支援を必要とする
人の見守りや生活課題に対応した支え合いの活
動などを行う地域福祉活動を推進する拠点「地域
福祉の拠点」となるよう各実施エリアを単位として
「あったかふれあいセンター」の整備を進める。

・ 「こうち健康・省エネ住宅」設計指針の策定
・ 普及促進のためのセミナー等の開催
・ 県産木材等を使った建具や建材の開発・性能試
験・
認証
・ 実証のためのデータの収集・分析
・ モデル住宅等の整備
・ 一般モニターによるデータの収集と普及啓発
・ 建築士・工務店等地域で住宅供給を担う主体の啓
発と人材育成
・ 県内での本格的な普及啓発のための補助制度の
創設
・ 適切な技術水準を確保するための建築士の資格
制
度及び工務店等の登録制度の創設
・ 地域の医療・福祉機関と連携した継続的な居住者
の「見守り」のしくみづくり

○こうち型二地域居住の体制づくり
　　・交流・移住コンシェルジュの配置
　　・都市部への情報発信（移住プロモーション）の実
施
　　・若者と地域との交流事業（地域インターンシッ
プ）の
　　実施
　　・中長期滞在（お試し）住宅の整備
　　・こうち型クラインガルテンの整備

○移住・定住に向けた取り組み
　　・起業、兼業による生業を支援する仕組みづくり
　　・住宅の改修等支援による移住・定住のための
環
　　　境整備

②実施主体

・高知県、市町村
　（協議会の設立は、県が主体となって行い、県新エネ
ルギー推進課に事務局を置く）
※取組を進めるなかで、徐々に民間主導型の体制に移
行させ、官民の協働事業として協議会を運営。

・高知県、市町村
　（事業主体：メガソーラー等の設置企業等）

・高知県、市町村
　（事業主体：農家や事業者等、木質バイオマスボイ
ラーの導入や燃料供給施設の整備を行う者）

・高知県、市町村
（事業主体：ＪＡ、市町村、農業者で組織するグルー
プ）

・高知県、市町村
（事業主体：自治組織、NPO団体、農協、商工会等
の地域団体）

　・高知県、市町村
（事業主体：市町村社会福祉協議会やその他社
会福祉法人、ＮＰＯ法人など市町村が適当と認め
る団体）

・高知県、市町村
（事業主体：こうち健康・省エネ住宅推進協議会及び
同協議会に属する地方公共団体等）

・高知県、市町村
（事業主体：ＮＰＯ法人、地域団体等（農協、商工会、
協議会、地域企業、自治組織）

・高知県、市町村
（事業主体：ＮＰＯ法人、地域団体等（農協、商工
会、協議会、地域企業、自治組織）

５０，０００千円（５年間） １００，０００千円（５年間） ５００，０００千円（４年間） ５００，０００千円（５年間） ３５４，０００千円（５年間） ５００，０００千円 ６００，０００千円（４年間） ５６５，０００千円（５年） １１５，０００千円（５年）

④事業規模

○事業費：
　 平成２４年度～平成２８年度までの５年間。
　  協議会運営費として毎年度約1,000万円を要する。
    （５年間で5,000万円）

○事業規模：
   設立当初の平成２３年度、協議会には、県内企業、
   ＮＰＯ法人、大学、金融機関、市町村など１７ 団体が
   参加予定。その後は、参加を希望する団体等を、随
　 時、受け入れて推進体制の充実を図る。
   協議会には、当面、４つの検討会（太陽光、水力、風
   力のエネルギーごとの検討会のほか、これら３つの
   エネルギーの共通課題を検討する検討会の計４つ）
   を置く。

○事業費：
　平成２３年度～平成２７年度までの ５年間で１億円。

○事業規模：
　メガソーラーでの換算で ５メガワットの設置を予定。
　
　１メガワット当たり2,000万円を限度に補助する。
　　　2,000万円／１ＭＷ×５ＭＷ＝10,000万円

○事業費：
　平成２４年度から平成２７年度までの４年間で５億円

○事業規模：
　木質バイオマスボイラーの導入約６０台への支援
　　・燃料供給施設４個所（既存施設の改善２個所、
　　　新設２個所）の整備
　 　（平成２１年度からの三年間で整備した事業規
      模と同程度を提案）

○事業費：
　　５００，０００千円　【平成２４～２８年度の５年間】

○事業規模：
　・ＩＰＭ資材（天敵等）導入に関する助成
　　土着天敵温存ハウスの設置数　２０
　・木質バイオマスボイラー設置及び燃料チップ購
　　　入への助成　６０台

○事業費：
　　平成24年度～28年度の5カ年で実施する。
　　５年間で、総額　３５４，０００千円

○事業規模：
　・モデルづくり費用　１５０，０００千円【３年間】
　（１０，０００円×モデル５か所×３年）
　
　・アドバイザー等の派遣　８４，０００千円【３年】
　　活動するスタッフのコーディネートを行う人材の
　　導入
　　　（５，６００千円×モデル５か所×５年間）
　・普及のための費用　１２０，０００千円
　　体制づくりのための補助金の導入
　　　　　（２，０００千円×３０か所×２カ年）

○事業費
　平成24年度～28年度の５カ年で実施する。
　

○事業規模
　あったかふれあいセンターの運営経費として
１ヵ所当たり、12,500千円
　　年間予算額　500,000千円（40カ所）

○事業規模：
　 「こうち健康・省エネ住宅」の新築・リフォーム
   （公的住宅を含む）：
　 平成２３年９月〜平成２７年３月までに　５００戸

　解説：
　　公的住宅：１００戸
　　民間住宅（新築）：３００戸
　　民間住宅（リフォーム）：１００戸

  モデル住宅　１０戸×４年間（H２４〜２７）＝４０戸
   一棟　１５百万円程度を想定×４０戸＝６００百万
円

○事業費：
　 平成24年度～28年度の５カ年で実施する。
　 ５年間で、総額　５６５，０００千円

○事業規模：
　　年間　５６５，０００千円
　　　・交流・移住コンシェルジュの配置
　　　　　　　　　　　　　　　１５，０００千円×５年
　　　・移住プロモーションの実施
　　　　　　　　　　　　　　　　８，０００千円×５年
　　　・地域インターンシップの実施
                          １４，０００千円×５年
　　　・中長期滞在施設の整備
　　　　　　　　　　　　　　４，０００千円×１０か所
　　　・こうち型クラインガルテンの整備
　　　　　　　　　　　　　１７０，０００千円×２か所

○事業費：
　平成24年度～28年度の５カ年で実施する。
　５年間で、総額　１１５，０００千円

○事業規模：
　年間１１５，０００千円
　　　・起業、兼業による生業の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　１，８００千円×５０人
　　　・住宅の改修等の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００千円×５０戸

⑤実施時期
平成２３年度～平成２７年度　（５年間）
平成２３年１０月に協議会を設立し、その後、少なくとも
平成２７年度までは継続して協議会を運営していく。

平成２３年度～平成２７年度（５年間） 平成２４年度～平成２７年度（４年間） 平成２４年度～２７年度（４年間） 　平成２４年度～２８年度（５年間）
ふるさと雇用再生特別基金が終了する平成24年
度以降の事業実施

平成２３年９月〜平成２７年３月 平成２４年度～２８年度（５年間） 平成２４年度～２８年度（５年間）

⑦当該取組を
進める上での
障壁とその解
決を図るため
に必要な措置
に関する国へ
の提言

・協議会においては、実際のメガソーラー等の導入に当
たっては、導入地域を中心として市町村や民間企業、Ｎ
ＰＯ法人等を中心とした組織（特定目的会社等）の組織
化についても検討を行う。

（当該取組を進める上での障壁[事業化を検討する
上での障壁]）
　①発電設備を導入する際にクリアすべき各種調
　　整や規制
　②発電事業収益の採算性を確保できる売電価格
　　発電設備を系統に連係する際に要する費用等
　　の負担

（国への提言）
　①各種規制の緩和
　②電力会社による電力買取価格を適正な価格に
　　設定
　③系統連携に要する負担軽減等に対する財政措
　　置

（当該取り組みを進める上での障壁[事業化を検討
する上での障壁]）
　①重油ボイラーに比べ木質バイオマスボイラー導
　　入経費が割高
　②安価で安定した燃料供給体制の整備

（国への提言）
　・負担軽減等に対する財政措置

（国への提言）
　①木質ペレットの燃焼灰の再生利用の促進
　　燃焼灰の有効活用に向けた、再生利用指針の
　　策定等の事務手続きの簡素化
　②土着天敵の増殖体制を確立するための農薬
　　取締法の緩和

（国への提言）
　①国の中山間研究センターの設立
　　（中山間地域に滞在し、施策に関する調査、研
　　　究することができる機関の設置）
　②集落活動センターの制度化に向けた取り組み
　　（県との連携による支援制度の創設）

（国への提言）
人口の減少と高齢化が進んだ地方においては、
これまで地域が担ってきた支え合いの力が弱まっ
てきている。
　現在の子どもや高齢者、障害者に対する国の
福祉サービスは、縦割りでそのサービス分野ごと
に、全国一律の職員配置や定員などの基準が決
められているため、中山間地域等においては、子
育てや介護、自立支援など多様なニーズがあり
ながらも、利用者が少ないために事業者が育た
ず、サービスの確保が困難な状況。
　今後、全国の中山間地域等において、地域コ
ミュニティの再生・強化と雇用創造を促進するた
め、こうした「あったかふれあいセンター」的な機
能を持つ小規模多機能な支援拠点の整備を国に
おいて制度化することが必要であると考える。

（国への提言）
　①社会資本整備総合交付金等による財政的支援
　②住宅の性能と健康との因果関係にかかる研究
　　と普及啓発

取組名

人づくり（雇 用）

（５）自然環境を活かした「高知型二地域居住」と定住の推進

環　境

（３）高知型福祉の核となる「あったかふれあいセンター」の整
　　  備と集落活動を支える拠点（集落活動センター）づくり

（１）本県の強みを活かした新エネルギーの創出

超 高 齢 化 対 応

（成功事例の具体的なイメージ）
　 発電設備費用等に対し補助し導入コストを低減する
ことで、県内の企業や地域住民、ＮＰＯ法人、市町村
等によるメガソーラー等の設置が促進される。

（普及展開の考え方）
　補助期間を５年間に限定することで、その期間内で
のメガソーラー等の設置を誘導する。

（自立的・自律的モデルの実現可能性）
　協議会が先導的な役割を果たし、これまでに蓄積さ
れたノウハウを活用し、地域住民等幅広い層の協力
を得ながら地域一体となって（地域参画型）事業とし
てメガソーラー等の設置が進められていく。

（成功事例の具体的なイメージ）
  木質バイオマスボイラーのまとまった導入の促進
や、燃料の配送や灰の回収など地域ぐるみでの取組
を進める、地域循環ユニットのモデル地域を設定し平
成２４年度から具体的に整備を行う

（普及の展開方法）
  上記整備を行うと同時に検証も進め、平成２５年度
以降の県内への普及を図る

（自立的・自律的モデルの実現の可能性）
   森林資源は県内全域に分布していることから、各地
域の利用形態に対応した機器の導入を図ることで、地
域循環型のシステムを構築し、コストの低減等を図る
ことで取り組みの定着が図られる。

○土着天敵温存ハウスを活用したＩＰＭ技術の普及
　土着天敵利用技術は、有用天敵の探索、バン
カー（住み家となる植物）の検討、温存ハウスの育
成条件等、各地域の先進農業者グループを中心に
技術開発を行ってきた。この本県独自の取組を県
内全域に早期に普及・定着させるとともに、全国に
情報発信する。

○木質バイオマスボイラー設置及び農家負担の軽
減
　※環境（１）－３と同様。

（成功事例のイメージ）
　エネルギーの地産地消や環境保全の取組を地域
ぐるみで推進しながら、コミュニティ活動のサポート
や福祉や生活面でのサービスの提供と継続が可能
となる経済活動を組み合わせることで、地域で安定
的に「雇用」を生み出す仕組みづくりが確立してい
ること。

（その普及展開の考え方その普及展開の考え
方）
３年間でモデル事業を展開し、「集落支援センター」
の機能の在り方を確立し、その成功事例を県内の
他の地域へ普及し、将来的には全国へ普及展開を
図る。

（自立的・自律的モデルの実現可能性）
　この取り組みは、高齢化が全国に先行して進行す
る本県の中山間地域の課題に対応するための方策
として実施するものであり、本事業を通じて「集落活
動センター」の仕組みを確立することで、今後、高齢
化が進行する他県の自治体の施策づくりのモデル
になる。

③事業費

環境未来都市構想　　　事業一覧表

　医療機関・研究機関による継続的なデータの収集・
分析及び居住者の評価等によって、「こうち健康・省
エネ住宅」の健康性能・環境性能が客観的に評価さ
れることにより、県外にも普及展開を図ることが可能
となるほか、林業と中山間地域を抱え、高齢化に悩
む我が国の他の地域においても、地域の再生方策と
して実践することが可能である。

　３年間でモデル事業を展開し、「こうち型二地域居
住」のあり方を確立し、その成功事例を県内の他の
地域へ普及する。

　３年間でモデル事業を展開し、「こうち型二地域居
住」のあり方を確立し、その成功事例を県内の他の
地域へ普及する。

●高齢者が快適に生活できる住環境づくり
●地域の自然や環境資源を活かした都市部との

交流推進と高知型二地域居住の確立
●高知型二地域居住のから移住・定住に繋ぐ支
援体制づくり

総事業費：３，２８４，０００千円

●「小規模多機能支援拠点（あったかふれあ
いセンター）」の整備促進

（成功事例の具体的なイメージ）
　 県内企業や地域住民、ＮＰＯ法人、市町村等が主体
的にエネルギー導入に取り組む地域参画型の推進体
制としての協議会がけん引役となって、新エネルギー
の導入を促進する。こうした協議会活動を通じて、協議
会の中心的な役割を担う人材（地域の核となる人材）が
育成される。

（普及展開の考え方）
　協議会での成功事例を、県内の市町村や関係団体と
間で積極的に情報共有を図るなかで、核となる人材が
新エネルギーの新たな「芽」のある地域において事業
化へ向けて新たな地域検討会を立ち上げていくことで、
県内での事業の普及展開を図る。

（自立的・自律的モデルの実現可能性）
　県内での先行事例、成功事例に関わってきた核とな
る人材と協議会がけん引役として、これまでに蓄積され
たノウハウを活用し、地域住民等幅広い層の協力を得
ながら地域一体となって（地域参画型）事業が展開され
ていく。

高齢者や障害者等の在宅生活を支えるために、
支援が必要な人へのきめ細やかな対応など、
あったかふれあいセンターが地域の実情やニー
ズに対応した小規模多機能支援拠点となるよう、
福祉サービスの現状や生活課題を明らかにし、
支え合いや生活支援サービスの仕組みづくりを、
地域住民の参画を得ながら官民協働で進めてい
く。

●エネルギーの地産地消の仕組みの普及

●新エネルギーの導入拡大に向けた仕組みづくり ●こうち型の環境保全型農業の確立・普及
●集落活動センターを核とした環境、超高齢化に
対応できる中山間の郷づくり

⑥当該取組か
ら創出される
成功事例とそ
の普及展開の
考え方、自立
的・自律的モデ
ルの実現可能
性



分野 超高齢化対応 人づくり（雇 用）

テーマ （４）こうち健康・省エネ住宅の仕組みの推進 （５）自然環境を活かした「高知型二地域居住」と定住の推進

担当課 新エネルギー推進課 木材産業課 住宅課 地域づくり支援課

①取組内容

県内の企業や地域住民、ＮＰＯ法人、市町村等
がメガソーラー等を設置する場合に、その設置に
要した費用の２分の１を補助する。

県内の農家や事業者が、木質バイオマスボイ
ラーの導入や燃料供給施設の整備に必要な経
費に対し、県産木材の使用割合に応じて補助を
行う。

「こうち健康・省エネ住宅」モデル住宅等
の整備
（省庁連携的にするなら、「こうち健康・
省エネ住宅」と再生可能エネルギー（小
水力発電、太陽光発電、木質バイオマ
ス）、電気自動車と組み合わせたローカ
ルスマートグリッドなど）

こうち型クラインガルテン（山村モデル）の整備

②実施主体

・高知県、市町村 農家や事業者等、木質バイオマスボイラーの導
入や燃料供給施設の整備を行う者。

こうち健康・省エネ住宅推進協議会に属
する地方公共団体

本山町

③実施エリア 県内全体を実施エリアとする。 県内全体を実施エリアとする。 　高知県全域（特に中山間地域） 本山町大石地区

④事業費

事業費：平成２４年度～平成２７年度までの５年
間で1億円。

１００，０００千円 １５０，０００千円 １７０，０００千円

⑤事業規模

事業規模：メガソーラーでの換算で５メガワットの
設置を予定。
１メガワット当たり2,000万円を限度に補助する。
2,000万円／１ＭＷ　×　５ＭＷ　＝10,000万円

事業費：平成２４年度から平成２７年度までの４年
間で５億円

事業規模：木質バイオマスボイラーの導入約６０
台への支援
燃料供給施設４個所（既存施設の改善２個所、
新設２個所）の整備

（平成２１年度からの三年間で整備した事業規模
と同程度を提案）

モデル住宅
一棟　１５百万円程度を想定　×　４０戸
＝　６００百万円

　１７０，０００千円
　宿泊施設付き滞在型市民農園を１０区画整備（平成２４年
度）

⑤その他

取組名 ●高齢者が快適に生活できる住環境づくり
●地域の自然や環境資源を活かした都市部との交流推進と高知型二
地域居住の確立

環境未来都市構想　　内閣府事業一覧表

環境

（１）本県の強みを活かした新エネルギーの創出

●エネルギーの地産地消の仕組みの普及


